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はじめに

本研究会中間報告(本年１月３０日)【抜粋】本研究会中間報告(本年１月３０日)【抜粋】

今後の検討の方向性

　　③　本研究会としては、今回取りまとめた中間報告を基礎として、更にブロードバンド時代の競争政策の　
　　　在り方について検討していく必要があると考えている。具体的には、引き続き急展開する新たなビジネス
　　　モデルの動向の検証と望ましい競争ルールの在り方、有効競争レビューの具体的な手法等について検
　　　討を深めることはもとより、主要国におけるブロードバンド時代の競争ルール整備に向けた取組みにつ　
　　　いてもフォローし、グローバルな観点から今後の競争政策のあるべき方向性について検討していく必要
　　　がある。

　　④　また、その中では、特に第１章で指摘したように、交換ネットワークからＩＰネットワークへの移行段階に
　　　ある現時点での、いわば「交換網・ＩＰ網並存時代」の競争ルールの在り方はもとより、「フルＩＰ」時代の新
　　　たな競争政策の枠組みについても、直ちに検討を開始することが適当であると考えられる。

　　⑤　このため、本研究会としては、今回提示した「ブロードバンド時代の新たな競争政策メニュー」の実施　
　　　状況を注視するとともに、上記③及び④で言及した方向で引続き検討を行い、本年６月を目途に最終報
　　　告を取りまとめる予定である。
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１．　IPサービスに関する市場動向

２．　欧米における最近のブロードバンド政策の動向

３．　「フルＩＰ」化に向けた今後の検討課題
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１．　IPサービスに関する市場動向
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出典：米国IDC
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4700億分に

（注）
通話時間には、無料電話
ボイスメールなどWebベース
の音声サービス全てを含む

・PC-to-Phone、PC-to-PCサービスが主流
・IP電話サービス業者の収入源は、広告、プレミアサービス、電子商取引等
・企業内IP電話が普及 → 全企業の50%がVoIPサービス利用（2001年後半）*

* 出典：　米国Sage Research

IP電話市場規模予測（米国）

（参考）ドリームトレインインターネット資料
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○　ＩＴＵは、２０００年時点では全体の約３％
　程度にすぎない国際間のＩＰ電話のトラフィッ
　ク量が、２００４年までに４０％になると予測。

○　ＥＴＳＩは、ＩＰ電話の音声トラフィック量
　は、１９９８年時点では全体のおよそ１％程度
　にすぎな　いものの、既存の電話サービスより
　１０倍の早さで成長すると予測。（インターネッ
　トのトラフィック　量は4ヶ月毎に倍増してい
　る一方、既存の電話網における音声トラフィッ
　ク量は年間で6-9％の伸び）

［国際間のＶｏＩＰトラフィックの割合］
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2004年迄にVoIPが
国際間トラフィックの40％
に達する見込み
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ＶｏＩＰ市場の動向予測
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我が国におけるIP-VPN市場規模予測
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（注）野村総合研究所「IT市場ナビゲーター２００６」（平成13年12月）による。なお、2001年以降が予測値。

インターネット上にユーザ専用
のネットワーク（ＶＰＮ）を構
築

インターネット上にユーザ専用
のネットワーク（ＶＰＮ）を構
築

インターネットＶＰＮ

フレームリレー等キャリアが提供する
閉網をベースに構築

（上段がダイアルアップ型）

（下段が専用線型）

フレームリレー等キャリアが提供する
閉網をベースに構築

（上段がダイアルアップ型）

（下段が専用線型）

ＩＰ－ＶＰＮ（狭義）

６

約800億

約2,000億



ＩＰ電話 (Voice over IP)の類型（１／２）

(1)  PC to PC(1)  PC to PC

・ダイアルアップ等 (着信側）(発信側）

　 IP 網端末 → IP網端末

IP 網ＩＰ網／インターネット網
パソコン

IP パソコン

　[中継網]　インターネット網
　[ｱｸｾｽ網]　ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟ等のインターネット接続サービス
　[料　金]　接続サービスの料金＋ＩＰ電話オプション料（定額）
　[品　質]　ベストエフォート

○　サービス提供例（ＩＳＰが提供するＩＰ電話）

(2)　Phone to Phone(2)　Phone to Phone

　一般電話～ 中継IP網 ～ 一般電話　　
(発信側）

(着信側）

電話網

IP 網
一般電話

一般電話

ゲートウエイ ゲートウエイ
電話網

[中継網]  専用ＩＰ網（帯域保証）
[ｱｸｾｽ網]  既存の電話網（ＰＳＴＮ）
[料　金]  全国一律料金（従量課金）
[品　質]  一般電話と同等の品質

○　サービス提供例（専用ＩＰ網を利用するサービス）
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(3)　PC to Phone(3)　PC to Phone

　IP網端末 → 一般電話

IP網／インターネット網

電話網

一般電話

ゲートウエイ （ 着信側）

（ 発信側） IP 網端末

IP 電話機

パソコン

・ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ等

[中継網]  インターネット
[ｱｸｾｽ網] ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ等のインターネット接続サービス
[料　金]  従量課金
　　　　（なお、同サービスの利用者間のＰＣ－ＰＣ接続は定額）
[品　質]  ベストエフォート

○　サービス提供例（電気通信事業者が提供するサービス）

ＩＰ電話 (Voice over IP)の類型（２／２）
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接続形態 

事業者名 

（ｻｰﾋﾞｽ名

称） 

事業開始 サービス概要 電話番号 通話品質 料金 端末 

【phone to phone】  

ﾌｭｰｼﾞｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝｽﾞ㈱ 

 

2001 年 4 月 ・全国１７箇所に VoIP ｹﾞｰﾄｳｪｲを設置、地

域網と相互接続し、市外通話ｻｰﾋﾞｽを提供

・VoIP ｹﾞｰﾄｳｪｲ間は専用のＩＰ網を構築 

・0038＋市外局番+加入電

話番号（ﾏｲﾗｲﾝの利用が

可能） 

必要な帯域を保証する専用

IP 網により、既存の固定電

話と同等の品質を確保 

全国一律３分 20 円 

 

 

PSTN 端末 PSTN 

↓ 

中継 IP 

↓ 

PSTN 

 

ぷららﾈｯﾄﾜｰｸｽ 2001 年 12 月 ・ぷらら会員向け IP 網中継電話ｻｰﾋﾞｽ 

・ぷらら ADSL 会員から加入電話への発信 

（予定） 

・009191＋市外局番+加入

電話番号 

・加入電話への発信は、加

入電話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 全国一律３分 20 円 

 

 

 

 

PSTN 端末 

 

【phone to phone】  

JENS 株式会社 

（ipPhone） 

1997 年８月 ・国内・国際のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を提供（発信の

み） 

①ｱｸｾｽ番号(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

②ID 番号+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ番号+＃ 

③＃＋発信先番号＋＃ 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 国内通話（例） 

東京→東京：１分 15 円 

国際通話（例） 

日本→米国：１分 15 円 

 

PSTN 端末 

千代田産業㈱ 

(ﾃﾚﾏﾄﾘｸｽ) 

1997 年６月 ・最寄のｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄからのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話ｻｰﾋﾞｽ

を提供 

①ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄに接続 

②相手先電話番号を入力 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 国内通話：３分 27 円 

日本→米国：１分 5.8 円 

注 ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄへの通話料
は別途必要 

PSTN 端末 

ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾄﾚｲﾝ･ｲﾝﾀｰ

ﾈｯﾄ㈱ (SUPER 

TELEPHONE） 

1998 年３月 ・国内・国際のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を提供。 

・携帯・PHS との送受信も可能 

①ｱｸｾｽ番号(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

②ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力 

③相手先電話番号を入力 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 

 

国内通話：３分 14 円 

日本→米国： 

１分 14 円（一般電話） 

１分 20～40 円（携帯、

PHS） 

 

PSTN 端末 

PSTN 

↓ 

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

↓ 

IP 網 

↓ 

PSTN 

 

㈱NTT-ME 

（WAKWAK ｺｰﾙ） 

2000 年２月 ・国内・国際のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を提供（発信の

み） 

・携帯・PHS への着信も可能。 

①ｱｸｾｽ番号（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 

②発信先加入電話番号 

（ポストペイドの場合） 

 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 

 

 

国内通話 90 秒 20～30 円 

日本→米国：１分 18 円 

（ポストペイドの場合） 

PSTN 端末 

【PC to phone】 

PC 

↓ 

IP 網 

↓ 

PSTN 

 

ﾆﾌﾃｨ㈱(Go2Call) 2001 年 12 月 ・国内・国際のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を提供（発信の

み） 

・携帯・PHS への着信も可能。 

・ニフティのホームページ

からログインし、国番号

＋市外局番から最初の 0

を除いた番号＋加入電話

番号を入力。 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ 1 分 5 円 

（基本料金：150 円/月） 

PC（Windows 

OS 対応） 

 

主な IP 電話サービスの現状 

（網掛け部分は第一種電気通信事業者）
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【PC to PC】 【PC to phone】 

NTTｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝｽﾞ㈱ 

（OCNﾎﾞｲｽﾓ ﾄーﾞ） 

2001年８月 ・OCNﾎﾞｲｽﾓ ﾄーﾞｻー ﾋ ｽ゙加入者間（発着信）及び予

め登録した加入電話（１箇所、発信のみ）へ

のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を提供 

・専用ｿﾌﾄから相手先をｱﾄﾞﾚｽ

帳から選択 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ 

 

・月額利用料：300円 

・利用者間通話：無料 

・加入電話との通話３分25

円 

日本ﾃﾚｺﾑ㈱ 2000年11月 ・IP-VPNｻｰﾋ゙ ｽのｵﾌ゚ ｼｮﾝｻ ﾋーﾞｽとして、IP-VPN利

用者から加入電話への発信ｻｰﾋﾞｽを提供 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

・IP-VPN内の内線通話は利用

者設定 

品質管理が行われるIP-VPN 

上でのｻｰﾋﾞｽのため、一定の

品質を確保 

・基本料金（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 

   1,000円（回線毎） 

・１分10円 

千代田産業㈱ 

(ﾃﾚﾏﾄﾘｸｽ・ﾌﾘ ﾄーｰｸ) 

2001年４月 ・ｻｰﾋﾞｽ加入者間（発着信）及びPCから加入電

話への発信 

（常時接続環境が前提） 

・利用者間は与えられた内線

番号 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ ・加入者同士は月額1,000円

でかけ放題 

・一般加入電話への発信： 

全国一律３分10円 

日本→米国：３分10円 

㈱NTT-ME 

（WAKWAKｺｰﾙ･ｺﾞー

ｺﾞｰ） 

 

2001年９月 ・ﾌﾚｯﾂADSL加入者を対象としたｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話を

提供（ｻｰﾋﾞｽ利用者間は発着信、加入電話には

発信のみ） 

・利用者間は与えられた内線

番号 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ 

 

・月額利用料2,200円 

（内線番号１個） 

・利用者間通話：無料 

・加入電話との通話 

90秒10～20円 

日本→米国：１分15円 

BIGLOBE 

(Dialpadｲﾝﾀー ﾈｯﾄ

電話) 

2001年10月 ・ｻｰﾋﾞｽ加入者間（発着信）及びPCから加入電

話へのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話 

①暗証番号の入力 

②発信先電話番号を入力 

 （相手がPCの場合は、ID

を入力） 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ ・月額利用料：200円 

・PC→加入電話：３分10円 

・利用者間通話：無料 

ヤフーBB 

（BBﾌｫﾝ) 

未定 

 

・ｻｰﾋﾞｽ加入者間（発着信）及び加入電話への発

信 

・ＢＢテクノロジーのＡＤＳＬ加入者を対象 

・加入者間は与えられた内線

番号 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ 

 

・月額利用料 390円 

・ｻｰﾋﾞｽ加入者間 無料 

・BBﾌｫﾝ→加入電話（国内） 

 ３分7.5円 

・BBﾌｫﾝ→米国 

     ３分7.5円 

ｲｰ･ｱｸｾｽ㈱ 

 

 

2002年2月 

 

・Windows XPユーザ同士の通話が可能 

・ｲｰ･ｱｸｾｽ㈱のｹﾞ ﾄーｳｪｲを介することでWindows 

XPユーザから一般加入電話への発信が可能 

 

・利用者間は、専用ｻｰﾊﾞに接

続し、通話先を選択 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ ・PC同士は無料 

・一般加入電話への発信 

月額基本料350～400円 

全国一律３分10～15円 

PC 

↓↑ 
IP網 
↓↑ 
PC 

 

及び 

 

PC 

↓ 

IP網 

↓ 

PSTN 

 

㈱DreamCall 2001年３月 ・ｻｰﾋﾞｽ加入者間（発着信）及びPCから加入電

話へのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話。 

・専用ｿﾌﾄから相手先IDをｱ

ﾄﾞﾚｽ帳から選択 

・加入電話への発信は加入電

話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫー ﾄ ・固定電話 5円／30秒 

・携帯電話（PHS） 10円／30

秒 

 

接続形態 
事業者名 

（ｻｰﾋﾞｽ名称） 
事業開始 サービス概要 電話番号 通話品質 料金 
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接続形態 

事業者名 

（ ｻｰﾋﾞｽ名

称） 

事業開始 サービス概要 電話番号 通話品質 料金 端末 

  ぷうば株式会社 

（RiRiRiPhone） 

2001 年 11 月 ・PC から PC 又は加入電話（１０市外局番地域

に限定）へのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話 

・PC はﾛｸﾞｲﾝ名を使用 

・加入電話への発信は加入

電話番号を使用 

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ ・PC 間は無料 

・加入電話へは１ヶ月

2,000 円の定額料金 

 

PC 

【PC to PC】【PC to   phone】  

PC 

↓↑ 

IP 網 
↓↑ 

PC,PSTN 

 

㈱ﾒﾃﾞｨｱ（Ｍﾗｲ

ﾝ） 

2002 年１月 

 

・FTTH を利用した企業向け直収容 IP 電話ｻｰ

ﾋﾞｽとして加入者 PBX に ISDN 及びｱﾅﾛｸﾞｲﾝ

ﾀｰﾌｪｰｽで接続 

番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨにより従来

の電話番号をそのまま発着

信に使用 

光ﾌｧｲﾊﾞ回線により固定電

話と同等の品質を確保 

 

ｻｰﾋﾞｽ契約者同士は無料 

契約者以外は市内３分６円

 

（本年 3 月より（株）有線

ブロードネットワークスが

同様のサービスを提供。）

PSTN 端末 

PBX+ﾒﾃﾞｨｱｺﾝ

ﾊﾞｰﾀ 

 
 

（出典）「ＩＰネットワーク技術に関する研究会」資料及び各社ホームページの情報からとりまとめたもの 
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・発信のみ

（PSTNからの
　着信はなし）

・ﾈｯﾄﾜｰｸの状況
　等に応じて利
　用

・料金及び使用
　する目的に応
　じて使用

・既存の固定電
　話の代替

既存電話との
関係

番号付与の対象外

・0A0番号が適当
（一種／二種共通）

・但し、第一種事
　業者が既存の固
　定電話相当のｻｰ
　ﾋﾞｽ※を提供する
　場合については、
　0AB～J番号が
　適当。

（発着呼がIP網に
　閉じていれば、
　数字以外のｱﾙﾌｧ
　ﾍﾞｯﾄを用いても
　よい。）

番号の考え方

ベストエフォート

帯
域
保
証
型

サービスの品
質

・携帯電話並
　の品質

・固定電話以
　上の品質

・固定電話並
　の品質

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話等

ダイヤルアップ

・DSL、CATV
　を利用したｲﾝﾀｰ
　ﾈｯﾄ電話

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

＋

（専用IP網、
　PSTN）

・ユーザがｻｰﾋﾞｽ　
　の品質を理解で
　きるよう品質を
　定めることが必
　要

・事業者が接続す
　る他事業者の網
　の品質を知り得
　るよう品質を定
　めることが必要

・それぞれのｻｰﾋﾞ
　ｽに求められる最
　低限の品質を定
　めることが必要

・IP-VPNを利用
　したｻｰﾋﾞｽ

・LAN、WANｻｰ
　ﾋﾞｽとして提供

・既存の電話ｻｰﾋﾞ
　ｽと同等以上の　
　品質として規定
　することが必要

・中継網として
　のIP電話ｻｰﾋﾞｽ

・ｴﾝﾄﾞtoｴﾝﾄﾞで
　のｻｰﾋﾞｽ専用IP網

＋

（PSTN）

常時接続

（企業ユース）

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ専用線

・ATM専用線

・IP-VPN

・IP-CUG　等

（個人ユース）

・ADSL

・CATV

・FTTH　等

品質の考え方
具体的なサー
ビスの事例

中継網の
種別

アクセス形態

※：地理的識別が必要であり、ＩＰ電話に発信する側の料金が固定電話に発信する場合と同等、既存の固定電話に求められている
　　品質（事業用電気通信設備規則で規定される通話品質、接続品質）と同等、接続方式が既存の固定電話の事業者間接続に求め
　　られる方式と同等であるようなサービス

品質等によるＩＰ電話サービスの分類例と番号の考え方

（出典）「ＩＰネットワーク技術に関する研究会」報告書（平成１４年２月） １２



■　多様なVoIP網、既存の電話網が相互接続されたネットワークにおいて、既存の電話と同等以上の機能を有す
　　る本格的なVoIP(Voice over Internet Protocol)サービスを実現するための研究開発。

■　通信・放送機構の直轄研究として、平成１４年度から２年計画で研究開発を実施。
　　　　　(平成14年度予定額１８３百万円)　　　　　　　　　　

■　多様なVoIP網、既存の電話網が相互接続されたネットワークにおいて、既存の電話と同等以上の機能を有す
　　る本格的なVoIP(Voice over Internet Protocol)サービスを実現するための研究開発。

■　通信・放送機構の直轄研究として、平成１４年度から２年計画で研究開発を実施。
　　　　　(平成14年度予定額１８３百万円)　　　　　　　　　　

相互接続ネットワークにおけるＶｏＩＰ実現のための研究開発
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交換機とソフトスイッチ(１／２)　

GC

ZC

東京

GC

ZC

大阪

GW

東京

GW

大阪

ソフトスイッチ

高速IP網

従来の交換網は上記に示すとおり、基本的
にGC/ZCという交換機からなる階層構造と

なっている。
GCとZCは加入者収容交換機と中継交換機

という意味での機能の違いはあるが、音声
信号を転送し、着番号に従って呼をルーチ
ングするという交換機の基本機能という点
では全く同一の機能をもった装置といえる。

一方ソフトスイッチでは、この従来の交換機が
持っていた、音声信号の転送部分と、ルーチ
ング処理の部分をそれぞれ、GWおよびソフト

スイッチという別の装置に切り離し、これを高
速IP網で有機的につないだものとなっている

●

●

●

従来の交換網 ソフトスイッチ

GW：ゲートウェイ

（注） フュージョン・コミュニケーションズ資料を基に作成。
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１）ネットワーク構築コストの削減
　　ルーチング処理部は２つのGC、２つのZCの計4箇所に存在するが、ソフトスイッチを使えば1箇所に
　　　集約できる。また機能ごとに装置が分割されているために、機能毎にスケー ラビィリィティが確保で

　　　きる。

２）IP網との親和性（一つのバックボーンネットワークによる電話/データへの対応）
　　ソフトスイッチ用の高速IP網はデータ通信網として使用することにより、通信網の統合化が図れる。

３）柔軟な拡張性
　　アプリケーションサーバの追加設置により、付加機能（follow-meサービス等）の提供が容易。

ソフトスイッチのメリット

（注） フュージョン・コミュニケーションズ資料を基に作成。

交換機とソフトスイッチ(２／２)　

ソフトスイッチの機能
①　ソフトスイッチ（ＳＳＷ）
　　■　加入者認証機能
　　 ■　ルーチング制御（相手先電話番号を基に、目的地のルータを認識）

②　シグナリングゲートウェイ（ＳＧＷ）
　　 ■　共通線インターフェースをサポート
　　 ■ 制御信号をパケット化し、ＭＧＷへ送出
　　 ■　目的地において、制御パケットから制御信号を生成

③　メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）
　　■　音声・データをパケット化し、ＩＰ網へ送出（音声パケットに対する優先制御の実施）
　　 ■　目的地において、パケットを音声・データに復号し、交換機へ送出（音声揺らぎ吸収等）　
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Ｐ２Ｐ (Peer to Peer)通信の概念図　

（注）日経コンピューター（０２年２月２５日号）、ＮＴＴ資料等を基に作成。

サーバ経由型

①　データ情報の事前登録

②　検　索

③　データ情　
　報保有機器
　のアドレス情
　報の送付

④　データ送受信

インデックス

サーバー

IP網

転　送　型

IP網

①　検　索

②　データ情　
　報保有機器
　のアドレス情
　報の送付

データホルダー データホルダー

③データ送受信

■　ファイルなどの必要な情報（データ）が保管されている場所を突き止め、直接その場所にアクセ　
　スし、情報（データ）を入手すること。

■　サーバへの負荷集中を回避するとともに、多様な付加価値のあるサービスの提供を可能とする。
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Webサービスの概要(１／２)　

システムが人手を介することなく、別のｗｅｂサービスを利用可能とする技術（例えば、
ポータルによるワンストップ行政サービスの実現）

（注）日経コンピュータ「注目集めるWebサービス」 （０２．２．２５） 、富士通資料等を基に作成。

引越 転出入手続き

公共料金の
住所変更

教育機関の
手続き

生活情報の収集

引越 転出入手続き

公共料金の
住所変更

教育機関の
手続き

生活情報の収集

Web上でワンストップ
で完了

従　来 Webサービス
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ＷＳＤＬで記述されたサービス定義のリポリジ（集積所）。ＷＥｂサービスの検索等に利用。

Webサービスの概要(２／２)　

ＵＤＤＩ

(Universal Description Discovery and Integration)

Ｗｅｂサービスの内容やサービスの提供元、サービスへのアクセス方法等の記述に用い
るＸＭＴＬ文書のフォーマット。

ＷＳＤＬ

(Ｗeb Services Description Language)

他のシステムが提供するＷｅｂサービスを呼び出すための手順を決めた仕様。

ＳＯＡＰ

(Simple Object Access Protocol)

Ｗｅｂシステム構築のための三要素

Ｗｅｂサービスの
提供

Ｗｅｂサービスの
提供

（注）日経コンピュータ「注目集めるWebサービス」 （０２．２．２５） 、富士通資料等を基に作成。

　　ＶｏＤサービスのようなコンテンツ配信サービ
スにおいて、配信がある程度の規模に達すると、
複数拠点にサーバを設置。

　Ｐ２Ｐ技術を活用し、直接サーバ間で
コンテンツのやり取りをすることにより、
配信を円滑化することが可能。

参　　考
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ネットワーク構造と通信トラヒックのフロー（概念図）　

ＭＡＮ(Metropolitan Area Network)
都市部、研究都市等を対象とする直径

数10km程度の高速広域LAN
（数Gbpsクラス）

光アクセス網
メタルアクセス網

（ｘＤＳＬ）
ＣＡＴＶ網

ア
ク
セ
ス
系

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
系

物理的ネットワーク 通信トラヒックのフロー

多様なアクセス網の登場

peer peer

Ｐ２Ｐのような新たな通
信形態の登場

peer

ＩＰ－ＶＰＮ
（数１０Mbpsクラス）

バックボーン網の更なる高速大容量化
DWDM（Dense WDM：高密度波長分割多重）等を通じた

テラビット級ブロードバンド中継網の構築の進展

相互接続
（一部）

無線アクセス網
（ＷｉＦｉ）
（ＦＷＡ）

(３Ｇ)
（ＰＨＳ）

衛星アクセス網

物理的ネットワーク

通信サービス

通信トラヒック

ボトルネック性の
継続的な検証が
引き続き必要

広域イーサネット
広域イーサネット

トラヒックの流れは
階梯型から
水平型へ

ネットワーク構築の
効率性の観点から、

引き続き階梯的
ネットワークが主流

イーサアクセス
イーサアクセス
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２．　欧米における最近のブロードバンド政策の動向

２０



ＩＰ電話が競争政策に与える影響（ITUレポート）

(注)　ITU, “ITU Internet Reports – IP Telephony,” (Dec. 2000)　Chapter Four - Regulatory Aspects of IP Telephony,”を基に作成。

(電気通信ネットワークとサービスに係る概念の変化)

　■　IP電話は多様なサービスの提供を可能とし、電話はそれらのサービスの単なる一部分となり、ネットワークとサービスを一体として　

　　考えることの意味がますます失われてきている。すなわち、ネットワークにアクセスしている誰もがサービスを提供することが可能となっ
　　てきている。

　■　地域競争の進展に伴い、ネットワークとサービスの更なる分離が進展しており、既存のローカル通信事業者のネットワーク要素の　
　　アンバンドル化が求められる一方、競合する事業者が既存事業者のデータベースや伝送路をシェアするようになってきている。

　■　ＩＰ革命により、電話会社の設備によってではなく、ユーザ端末側の機能によりサービス提供が可能となり、ユーザが求めるサービ　
　　スを自由に取捨選択できるようになる。

(電気通信ネットワークとサービスに係る概念の変化)

　■　IP電話は多様なサービスの提供を可能とし、電話はそれらのサービスの単なる一部分となり、ネットワークとサービスを一体として　

　　考えることの意味がますます失われてきている。すなわち、ネットワークにアクセスしている誰もがサービスを提供することが可能となっ
　　てきている。

　■　地域競争の進展に伴い、ネットワークとサービスの更なる分離が進展しており、既存のローカル通信事業者のネットワーク要素の　
　　アンバンドル化が求められる一方、競合する事業者が既存事業者のデータベースや伝送路をシェアするようになってきている。

　■　ＩＰ革命により、電話会社の設備によってではなく、ユーザ端末側の機能によりサービス提供が可能となり、ユーザが求めるサービ　
　　スを自由に取捨選択できるようになる。

(ハイブリッドな地域電気通信環境)

　■　ＩＰ電話技術は主としてバックボーンレベルで用いられており、両端又は片端はPSTNである例が多数を占めている。また、サービス
　　機能としても、発信者番号の表示や緊急通報に係る機能の面でも、IP電話はPSTNと統合的に運用される（IP網とPSTNの）ハイブリッ

　　ドな環境が、先進国においても数年間は継続するものと考えられる。

　■　このため、ラストワンマイルにおける競争が重要であり、一事業者がアクセス系を提供するモデルから、複数の事業者がアクセス系
　　を提供するモデルとし、全面的な設備競争を地域通信市場で実現していくことが求められる。

(ハイブリッドな地域電気通信環境)

　■　ＩＰ電話技術は主としてバックボーンレベルで用いられており、両端又は片端はPSTNである例が多数を占めている。また、サービス
　　機能としても、発信者番号の表示や緊急通報に係る機能の面でも、IP電話はPSTNと統合的に運用される（IP網とPSTNの）ハイブリッ

　　ドな環境が、先進国においても数年間は継続するものと考えられる。

　■　このため、ラストワンマイルにおける競争が重要であり、一事業者がアクセス系を提供するモデルから、複数の事業者がアクセス系
　　を提供するモデルとし、全面的な設備競争を地域通信市場で実現していくことが求められる。

(技術中立性の確保)

　■　既存のPSTN音声サービスと機能的に同等と認められるIP電話については、技術中立性の観点から、同等の規制環境下に置かれ

　　るべき。

　■　音声とデータの区別については、より多くの音声がデータ化するにつれて、音声／データ以外のより洗練された基準により、規制さ
　　れた音声サービスと非規制の音声サービスを区別することが望ましい。

(技術中立性の確保)

　■　既存のPSTN音声サービスと機能的に同等と認められるIP電話については、技術中立性の観点から、同等の規制環境下に置かれ

　　るべき。

　■　音声とデータの区別については、より多くの音声がデータ化するにつれて、音声／データ以外のより洗練された基準により、規制さ
　　れた音声サービスと非規制の音声サービスを区別することが望ましい。
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米国における最近のブロードバンド政策の検討状況

　■　米国ＦＣＣ (連邦通信委員会)は、以下の４つのレポートを公表し、意見招請中。

意見招請項目 主要検討課題

○　ブロードバンドサービスの提供に係る法制的・政策的事項の検
　　討

○　ブロードバンドサービスの提供に係る法制的・政策的事項の検
　　討

ブロードバンドＮＰＲＭ
(インターネットへの固定系ブロード
バンドアクセスの枠組み)

ILECブロードバンド電気通信サー
ビスNPRM
（既存事業者によるブロードバンド
サービスに係る規制上の取扱い）

ＵＮＥに関する第３次レビュー
（地域電話網のアンバンドル化の
在り方）

ケーブルモデムＮＯＩ
（地域CATV網のアンバンドル化の

在り方）

○　伝統的な電話サービス市場においてドミナント事業者であるＩＬ
　　ＥＣによる国内ブロードバンドサービスを提供する際の規制の　
　　在り方（ドミナント事業者がブロードバンドサービスを提供する　
　　際の義務及びこれに関連した競争セーフガードの在り方等）

○　伝統的な電話サービス市場においてドミナント事業者であるＩＬ
　　ＥＣによる国内ブロードバンドサービスを提供する際の規制の　
　　在り方（ドミナント事業者がブロードバンドサービスを提供する　
　　際の義務及びこれに関連した競争セーフガードの在り方等）

○　ブロードバンドサービスのプラットフォームとして用いられてい
　　るケーブルモデムに係る規制の枠組みの在り方

○　ブロードバンドサービスのプラットフォームとして用いられてい
　　るケーブルモデムに係る規制の枠組みの在り方

○　CLECがブロードバンドサービスを提供する際に必要なＩＬＥＣ　

　　のネットワーク要素のアンバンドル化（ＵＮＥ）義務（連邦通信法
　　第２５１条関連）の在り方

○　CLECがブロードバンドサービスを提供する際に必要なＩＬＥＣ　

　　のネットワーク要素のアンバンドル化（ＵＮＥ）義務（連邦通信法
　　第２５１条関連）の在り方

(注)　 NPRM　(Notice　of　Proposed　Rule　Making)，　NOI(Notice　of　Inquiry)　　　　
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■　コンピュータ裁定(Computer Inquiry)によるネットワークアクセスに係る要請は、修正又は削除されるべ

　きかどうか等について検討。

　※　コンピュータ裁定(第三次は86年に実施)においては、ＲＢＯＣ等の高度サービス参入に係る非構造分離要件として、ONA及びCEI
　　　という要件が課されている。今回は、ブロードバンドインターネットサービスについて、上記の原則及び政策目標に照らし、これを修
　　　正又は削除することの可能性について検証。

■　コンピュータ裁定(Computer Inquiry)によるネットワークアクセスに係る要請は、修正又は削除されるべ

　きかどうか等について検討。

　※　コンピュータ裁定(第三次は86年に実施)においては、ＲＢＯＣ等の高度サービス参入に係る非構造分離要件として、ONA及びCEI
　　　という要件が課されている。今回は、ブロードバンドインターネットサービスについて、上記の原則及び政策目標に照らし、これを修
　　　正又は削除することの可能性について検証。

ブロードバンド政策の基本的考え方（米国）

検討内容

１．　インターネットへのブロードバンドアクセスに係るユビキタスな利用可能性をすべての国民が確保できるよう促進
２．　ブロードバンドサービスの多様なプラットフォーム（DSL、CATV、衛星等）による競争の促進

３．　ブロードバンドサービスを最低限の規制環境に置くことにより投資と技術革新を促進
４．　多様なプラットフォームに可能な限り整合的な分析の枠組みを開発

１．　インターネットへのブロードバンドアクセスに係るユビキタスな利用可能性をすべての国民が確保できるよう促進
２．　ブロードバンドサービスの多様なプラットフォーム（DSL、CATV、衛星等）による競争の促進

３．　ブロードバンドサービスを最低限の規制環境に置くことにより投資と技術革新を促進
４．　多様なプラットフォームに可能な限り整合的な分析の枠組みを開発

原則及び政策目標

ブロードバンドインターネットアクセスサービス　＝　「情報サービス (information service)」と整理。

　　※　当該サービスを提供するための伝送サービスの要素は“telecommunications”であるが、“telecommunications service”ではないと位置付け。

　　
　　

ブロードバンドインターネットアクセスサービス　＝　「情報サービス (information service)」と整理。

　　※　当該サービスを提供するための伝送サービスの要素は“telecommunications”であるが、“telecommunications service”ではないと位置付け。

　　
　　

(注) FCC “Appropriate Framework for Broadband Access to the Internet over wireline facilities : Universal Service Obligations of Broadband  Providers,” (Feb. 14, 2002)
を基に作成。
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米国ＦＣＣ　第三次コンピュータ裁定(1986年)概要
ＲＢＯＣ等の高度サービス参入に関し、第二次コンピュータ裁定に基づく構造分離要件に代えて、以下の非構造分離要件によることを可能とした

非構造分離要件

ＯＮＡ（Ｏｐｅｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）ＯＮＡ（Ｏｐｅｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

“高度サービス事業者を含む全ての基本ネットワークの利用者に対し、基本ネットワークの各種機能及びインターフェースをアンバンドル
かつイコールアクセスベースで相互接続できるようにする通信事業者のネットワーク設備及び各種サービスの全体的なデザイン”

【全ての高度サービスについて構造分離要件を完全に撤廃するための要件】

■　ＦＣＣの承認を受けたＯＮＡプランの実施が義務付けられ、ＲＢ０Ｃ等は１９８８年２月１日までにプランを提出することとされた。
　　⇒　数次の修正を経て、ＦＣＣは１９９１年に全ＲＢＯＣのＯＮＡ計画を承認

ＣＥＩ（Ｃｏｍｐａｒａｂｌｙ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）ＣＥＩ（Ｃｏｍｐａｒａｂｌｙ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）

【特定の高度サービスについて構造分離要件を完全に撤廃するための要件】

“通信事業者が１つの高度サービスを提供する時は、その高度サービスが享受するとの「同等に効率的な相互接続」を他の高度
サービス事業者に対し提供しなければならない”　（サービスごとにＣＥＩを実施する義務）

■　ＲＢＯＣ等は、ＯＮＡプランが実施されるまでの暫定的な間、特定の高度サービスを提供しようとする場合には、ＦＣＣの承認
を受けたＣＥＩプランに従って当該サービスを提供しなければならない。
■　１９９９年の“ＣｏｍｐｕｔｅｒⅢ Ｆｕｒｔｈｅｒ Ｒｅｍａｎｄ Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ Ｏｒｄｅｒ”において、ＦＣＣはＣＥＩ規制の位置付けを見直し、

ＯＮＡ規制とは独立した重要なセーフガード措置として、ＯＮＡプラン承認後もＣＥＩ規制を継続（ただし、事前承認制は廃止し、
ＣＥＩプランの公示及び遵守のみ義務付ける規制緩和を実施）

その他の非構造セーフガードその他の非構造セーフガード

顧客情報の目的外利用の禁止ネットワーク情報の開示会計分離

ＦＣＣによるコスト配分計画の承認 ネットワーク変更計画等の開示 秘密の確保及び必要な情報の提供
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ＣＥＩ（Comparably Efficient Interconnection）の具体的内容

ＦＣＣの定めるＣＥＩパラメータは、次の９つ。

特定の顧客や高度サービス事業者へのＣＥＩの使用制限の禁止
CEIの対象

Recipients of CEI

コロケーション等により、他の高度サービス事業者の伝送コストを最小化する
相互接続設備を提供すること

伝送コストの最小化
Minimization of Transport Cost 

ＣＥＩは、それに関連する高度サービスの提供開始日までに、完全に利用可能
となっていなければならない

CEIの利用可能性
CEI　Availability

自己の高度サービスへの短縮ダイヤルなどを利用者に提供する場合、自社
設備を使用する高度サービス利用者全てに同様のサービスを提供すること

最終利用者へのアクセス
End－User Access

基本サービス及び基本設備の設置・保守・修繕の時間を自社の高度サービス
に提供する場合と同一とすること

設置、保守、修繕
Installation,Maintenance&Repair

自己の高度サービスに使用する基本サービスの技術特性と同じ技術特性の
基本サービスを提供すること

技術特性
Technical Characteristics

自社の基本サービスをタリフに基づき購入すること
再販売
Resale

高度サービスの基礎となる基本サービスをアンバンドルすること
基本サービスのアンバンドル

Unbundling

他の高度サービス事業者に対し、伝送・交換・信号機能をサポートする標準化
されたハードウェア・ソフトウェアインターフェイスを利用できるようにすること

インターフェースの機能性
Interface Functionality
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ILECのﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽの提供に係る規制の在り方（米国）

■　従来の電話網に代替し、新たなネットワーク（ＣＡＴＶ、衛星、固定無線等）によるブロードバンドサービスの
　　　提供が可能となりつつある状況。

■　特に公衆向けサービスは揺籃期。巨額の設備投資と技術革新が必要。

⇒　 既存事業者が市場支配力を行使し得ない状況であれば、既存事業者のブロードバンドサービスの提供に
　　　ついて非支配的と認定するかどうか検討。

検討の視点

検討の手法

■　関連サービス市場(relevant service market)の画定の在り方の検討

　　　○　公衆市場・ビジネス市場、卸市場・小売市場等の連関性の検証

　　　○　公衆市場の狭帯域・低速サービスと広帯域・高速サービスの代
　　　　　替性

　　　○　既存事業者による電話サービスとブロードバンドサービスの提
　　　　　供に係るバンドル性

■　関連地域市場(relevant geographical market)の画定の在り方の検討

　　　○　利用者が同等の競争的選択ができる市場を同一市場とみなす。

■　同一の関連サービス・地域市場で既存事業
　　者が市場支配力を行使し得るかどうか検証。

　　①高い市場シェアを背景として価格吊り上げ
　　　が可能か。

　　　（市場シェア、需給の代替性、コスト構造、　
　　　　市場規模等により判断）　

　　②競合事業者のボトルネック設備へのアクセ
　　　スの制限等により、価格吊り上げが可能か。
　　　（初期投資コストの多寡、範囲の経済性、ネ
　　　　ットワークの自然独占性等により判断）

■　また、異なる技術間の代替性・競合性につ　
　　いて検証。

市場支配力の分析
(market power analysis)

（注）　FCC “Review of Regulatory Requirements for Incumbent LEC Broadband Telecommunications”(Dec. 20, 2001) を基に作成。

２６



連邦通信法第251条(d)
　(2) アクセス基準－委員会は（ネットワーク要素のアンバンドル義務の）目的のために利用可能にしなければならないネット

　　　ワーク構成要素を決定するに当たり、最低限次の事項を考慮しなければならない。
　　　(A) 性質上独占的なネットワーク構成要素へのアクセスの必要性の存否
　　　(B) 当該ネットワーク構成要素へのアクセスを提供しないことによって、アクセスを求めている電気通信事業者のサービス
　　　　　提供能力が損なわれる可能性の存否　 　

ILECのﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽの提供に係る公正競争条件の検討（米国）

■　ILECのブロードバンドサービスの提供についてドミナント規制を課さないこととした場合の公正競争条件の確保

　　の在り方について検討。

　　⇒　ドミナント指定を受けたサービスから非ドミナントとされたサービスに対して市場支配力を行使し、他事業者に
　　　　対して差別的取扱いを行うことを防止するセーフガード措置の在り方について検討。

■　具体的には、ＵＮＥ（Unbundled Network Elements）義務の在り方について検討。

参　考

■　ブロードハンドサービスの提供に必要なネットワーク要素をUNEの対象とした場合、①既存事業者の設備投　　
　資意欲を削ぐ可能性と、他方、②新規事業者から見て十分なUNEの確保を通じてはじめて競争が創出されるとい

　う２つの考え方が存在。

　　⇒　UNEの対象とする範囲(既存設備と新規設備の区別等)、一定期間後のUNE義務の適用免除の可能性、他
　　　事業者に対する差別的取扱いを防止する代替的措置等について検討。

(注)　FCC “Review of Section 251 Unbundling Obligations of Incumbent Local Exchange Carriers,” (Dec. 20, 2001)を基に作成。
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２８

“Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ ａｎｄ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ Ａｃｔ ｏｆ ２００１”

［インターネット自由化及びブロードバンド普及法案（Ｈ．Ｒ．１５４２）］

　（参考）米国連邦議会の動向

２００１年４月２４日、連邦下院のエネルギー・商業委員会のＴａｕｚｉｎ委員長をはじめとする複数の議員は共同で
　“Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｆｒｅｅｄｏｍ ａｎｄ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ Ａｃｔ ｏｆ ２００１”［インターネット自由化及びブロードバンド
普及法案（Ｈ．Ｒ．１５４２）］を提出。（同年５月２４日エネルギー・商業委員会を通過、２００２年２月２７日連邦下院通過）

法案の概要

高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽの非規制化（SEC.4）

■　ＦＣＣ及び州規制当局は、高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽ及び
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽについて、その料金、条件、又は事業参入を規制して
はならない。（ただし、ＦＣＣのユーザ保護に係る規制（ｽﾗﾐﾝｸﾞ、ｱﾀﾞﾙﾄ規制等）
を行う権限やﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽに係る通信法第２５４条の規定等は維持）

■　ＣＬＥＣが高速データサービスを提供するため、ＩＬＥＣのネットワーク設備の
利用を認める現行ルールは維持。ＩＬＥＣはＣＬＥＣに対し伝送サービスの提供、
ＲＴ設置スペースの調整、線路敷設権へのアクセスを認めなければならない。

　　ただし、ＩＬＥＣは、通信法２５１条（ｃ）に基づくアンバンドルベースのアクセス
やコロケーションの提供までは求められない。なお、子会社を有利に扱う等の
差別的取扱いは禁止される。　

■　法施行後３年間は、ＩＬＥＣは、現行制度における卸売料金での再販義務が
適用されるが、３年経過後は当該義務を免除し、ＣＬＥＣと同じ規律に服する。

高度サービスの迅速な普及のため、次の手法により市場のインセンティブを創出することを目的とする

①　高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽについて非規制化
②　ＢＯＣのＬＡＴＡ間ｻｰﾋﾞｽ提供の禁止が高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽに及ばないことを明確化
③　競合する複数のＩＳＰをユーザが選択できることを確保
④　ＩＳＰがｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽを提供するため競合する高速ﾃﾞｰﾀ網と相互接続できることを確保

■　付帯的なＬＡＴＡ間ｻｰﾋﾞｽに高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽを
追加。（⇒ＲＢＯＣは付帯的なＬＡＴＡ間ｻｰﾋﾞｽの提供を禁止されていない）

■　ＲＢＯＣは、第271条に基づくＬＡＴＡ間ｻｰﾋﾞｽ提供の認可を取得する日まで、
高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ又はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾞｯｸﾎﾞーﾝｻｰﾋﾞｽによって提供されるＬＡＴＡ間
音声ｻｰﾋﾞｽを提供してはならない。

■　ＲＢＯＣは、ＬＡＴＡ間高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ又はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽを提供
する３０日前までに、当該ｻｰﾋﾞｽの詳細等を記載した書面を司法長官に提出し
なければならない。司法長官はこれ以外の情報の提出を求めてはならない。

ブロードバンドサービスの普及（SEC.7）

■　ＢＯＣ及び関連会社は、ＩＬＥＣに該当する州において、次のｽｹｼﾞｭｰﾙに従い、
高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽを普及させなければならない。

　◇１年以内に２０％、２年以内に４０％、３年以内　に７０％、５年以内に１００％、
　中央交換局の高速ﾃﾞｰﾀ能力を達成

■　上記の要件を達成できなかったＢＯＣ及び関連会社に対し罰金を賦課。

■　ＦＣＣは、１８か月以内に発行される年次報告書において、高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ
の普及及びｻｰﾋﾞｽ未提供地域に関する分析を行わなければならない。

ＬＡＴＡ間高速ﾃﾞｰﾀ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝｻｰﾋﾞｽの提供（SEC.6）

インターネットユーザの選択の自由（SEC.5）

■　ＩＬＥＣは、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾕｰｻﾞが当該ＩＬＥＣの高速ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽと接続している全て
のＩＳＰに加入又はアクセスできるようにしなければならない。

コモンキャリアに対する強制執行（SEC.10）

■　ＦＣＣによるコモンキャリアに対する行為停止命令を創設

■　コモンキャリアの違反行為に対する課徴金を現行の１０倍に引き上げ
　　（違反の継続する各日ごとの罰金の上限［１０万ドル⇒１００万ドル］）
　　（上記罰金の合計額の上限［１００万ドル⇒１０００万ドル］）

■　行為停止命令に違反した場合又は法違反で課徴金を受けている場合に、
同じ違反を悪意で行ったため競争を阻害している場合、課徴金の上限を倍増

■　ＦＣＣは法施行後１年以内に当該改正の影響を評価し、議会に報告



■　EU接続指令に関するガイドラインの検討を通じ、ブロードバンド市場等で競争促進的な枠組みの在り方を検討。

■　反競争的行為の防止（競争的でない市場については事前の規制の枠組みが必要）

■　多様なブロードバンドアクセスの確保（技術中立性の確保）

■　EU接続指令に関するガイドラインの検討を通じ、ブロードバンド市場等で競争促進的な枠組みの在り方を検討。

■　反競争的行為の防止（競争的でない市場については事前の規制の枠組みが必要）

■　多様なブロードバンドアクセスの確保（技術中立性の確保）

■　多様なサービス提供の実現とインフラ投
　資のインセンティブ維持のバランスを取った
　規制であることが必要。

ａ）　ブロードバンドアクセス・サービスの提供に係る有効かつ維持可能な競争（ブロードバンド市場で市場支配力を有する事業者が
　　存在しない状況）

b) 反競争的行為が行われた場合の迅速かつ確固たる是正措置の実施

c) 　 ブロードバンドサービスの特性や選択可能性に関する消費者の高い意識

d) 　ブロードバンド投資を促進し、過疎地に至るまでサービス提供を拡大させ得る規制の枠組み

ａ）　ブロードバンドアクセス・サービスの提供に係る有効かつ維持可能な競争（ブロードバンド市場で市場支配力を有する事業者が
　　存在しない状況）

b) 反競争的行為が行われた場合の迅速かつ確固たる是正措置の実施

c) 　 ブロードバンドサービスの特性や選択可能性に関する消費者の高い意識

d) 　ブロードバンド投資を促進し、過疎地に至るまでサービス提供を拡大させ得る規制の枠組み

英国におけるブロードバンド競争政策の基本的考え方

ブロードバンド政策の目的

有効かつ維持可能な競争

■　多様なブロードバンドデリバリーチャネル
　を確保するインフラ競争が、ひいてはサー　
　ビス競争の活性化を実現。

■　現時点ではＢＴのみブロードバンドアクセ
　ス網を有し、市場支配力を有している状況。
　当該事業者に対する卸サービス提供の義　
　務付けにより、新規参入の阻害、下流の市
　場への市場支配力の行使を防止すること　
　は有効。

■　ただし、規制水準が投資意欲を損うほど
　過大なものとならないことが必要。

バリューチェーンの全レベルでの競争

■　ブロードバンド市場を評価する際、

　①　適切な市場の定義が必要。

　②　定期的な市場レビューによる市場支配
　　力の検証が必要。

　③　規制は有効競争を促進するために必要
　　十分な水準であることが必要。

　④　規制内容（条件）は、競合インフラに対
　　する投資意欲を削ぐことなく、技術・サービ
　　スの提供に係る革新性を喪失させないも
　　のであることが必要。

適正な規制水準の確保

OFTELの対応

（注）　ＯＦＴＥＬ，“Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ　ａ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｍａｒｋｅｔ　－　Ｏｆｔｅｌ‘ｓ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｆｏｒ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ，”　（Ｄｅｃ．２００１）を基に作成。
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競争促進のための規制を必要とすることなく、競争の結果として、より低廉、より高品質、より多様なサービスを消費者が選択するこ
とが可能な市場。

英国における有効競争レビュー（１／３）

「有効競争」(Effective Competition)

■　各市場ごとに有効競争が実現しているかどうか、適正な規制水準が確保されているかどうかについて検証。

　⇒　有効競争が実現していないと判断した場合、その原因の究明、競争水準を高めるための措置の検討等を実施。

■　有効競争レビューは２年ごとに実施。ただし、ＥＵ新指令において有効競争レビューの実施が予定されており、これに対応して本
　ガイドラインも適宜見直し。

具体的な検証方法

レビューのプロセス

コンサルテーション文書

　当該市場の評価とその根拠
の提示、現行の規制制度と当
該制度に係る修正提案、右措
置の代替措置を採った場合の
コストとベネフィットの提示

(consultation document)

レビューの開始

　レビューの対象とする市場
の範囲と初期的な市場分析、
レビュープロセス、収集を予
定するデータリストの提示

(“kick-off” statement)

声明の発表

　当該市場の評価と採るべ
き措置の提示

（Statement）
意見招請

(注) OFTEL, “Implementing Oftel’s Strategy : Effective Competition Review Guideline”（August 2000）を基に作成。
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英国における有効競争レビュー（２／３）

■　国内消費者が同様の経済力の他国の消費者と比較して最良又はほぼ最良のサービスを享受しているか
　　どうか。
■　国内消費者に多様なサービスが提供されているかどうか。
■　消費者はサービス品質に満足しているかどうか。
■　コストベースの料金設定がなされているかどうか（超過利潤が継続的に存在していないかどうか）。

消費者の利益

消費者の行動

■　消費者の有効な選択ができるの十分な情報へのアクセスが実現しているかどうか。
■　消費者が市場機会に関する情報を十分用い、かつ利用できているかどうか。
■　消費者がサービス供給者を変更する際の障壁が存在するかどうか。

供給者の行動

■　価格、品質、技術革新の面で活発な競争が行われているかどうか。
■　反競争的行為が存在しないかどうか。
■　共謀が存在しないかどうか。
■　消費者のニーズに合致しているかどうか。
■　サービス供給が効率的かどうか。
■　最近の新規参入の状況はどうか。

（市場）構造

■　参入障壁が存在しているかどうか。
■　非効率な事業者が存在し得ているかどうか。
■　市場支配力を有する事業者が関連市場において（垂直的統合又は水平的統合を通じて）当該市場支配
　　力を行使することが制限されているかどうか。
■　市場構造の経年的な変化、特に市場集中がどの程度が緩和される傾向にあるかどうか。

有効競争の指標

○　移動通信

○　インターネットアクセス

○　固定回線サービス

○　専用線

○　固定広帯域サービス

○　インターラクティブＴＶ
　　　　　　に対する
　　　アクセスコントロール

○　デジタルＴＶに対する
　　　　条件付アクセス

○　デリバリーチャネルの
　　　　　　　融合

（００～０５年の計画として記載）

レビュー対象となる
市場の範囲

(注) OFTEL, “Implementing Oftel’s Strategy : Effective Competition Review Guideline”（August 2000）を基に作成。

消費者を対象と
した意識調査等
を実施。
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インターネットのバックボーン網への接続

呼を発信したネットワークとＩＳＰとの間の
リンク

通常の固定電話又はインターネット電話
を介した通話発信

ネットワークへのアクセスを確保し、
呼を伝送するネットワークサービス及び

インターネットサービス

英国における有効競争レビュー（３／３）

ダイヤルアップインターネットアクセス市場に関する有効競争レビュー

retail Internet service provision

wholesale Internet call origination

wholesale Internet call termination

wholesale Internet connectivity

■　有効競争が機能していると判断。
　・　料金を他の主要国と比較して遜色なく、かつ多様な
　　料金システムが存在。
　・　消費者は様々な料金プランを利用でき、かつ超過利
　　潤を獲得しているＩＳＰは存在せず。
　・　参入障壁が低く、市場支配力が存在せず。　

■　ＢＴが市場支配力を有しており、有効競争は機能し
　ていないと判断。
　・　ＢＴは８０％以上のシェアを有し、市場支配力あり。
　・　市場支配力の濫用の可能性があり、競争を促進す
　　るためには、一定の規制が必要。　

■　ＢＴが市場支配力を有しており、有効競争は機能し
　ていないと判断(call origination marketからcall termi-

nation marketへの市場支配力の行使の可能性)
　・　当該サービスを提供する事業者が限定され、かつ

ＢＴのシェアが過去２年で著しく増加。　

■　有効競争が機能していると判断。
　・　卸価格が低下している。
　・　供給者の選択がサービスの改善等をもたらしている。
　・　市場参入が比較的容易。
　・　供給者が多数存在し、市場支配力を持った者が存
　　在せず。　

○　現在特段の規制は存在せず、また
　新たな規制の導入の必要はない。
○　ただし、消費者に競争的市場の便益
　享受させるため、インターネット接続に
　関する消費者向けガイダンスを作成す
　る（多様な料金プラン等について解説）。

○　インターネット接続に関する定額接
　続料金（FRIACO）等、現行の規制制度

　を維持することにより、消費者保護、
　BTの市場支配力の関連市場での濫用

　防止が期待できる。

○　有効競争が機能していないため、現
　行の規制制度を維持することが適当。

○　現在特段の規制は存在せず、また
　新たな規制の導入の必要はない。
　

(注)　OFTEL”Effective competition review, A Statement issued by the Director General of Telecommunications ”(Jan. 2002)
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ＥＵにおける新しい規制枠組み案

事業参入資格によ
り付与される権利

事業参入資格によ
り付与される権利

◆公衆サービスの提供権及び
　相互接続交渉権

◆線路敷設権を付与される権
利

◆ユニバーサルサービス提供
　事業者の指定を受ける権利

一般認可（general authorization)
【個別免許は廃止】

一般認可（general authorization)
【個別免許は廃止】

電子情報伝送サービス
(electronic communications service)

電子情報伝送ネットワークを通じて行われ
る有償の伝送サービス
（コンテンツは規制の対象外）

電子情報伝送ネットワーク
(electronic communications network)

電気通信と放送に用いられる有線・無線
の伝送路及び設備

周波数
利用権

番号
利用権

線路
敷設権

個別申請に基づく権利付与

事業参入資格によ
り課される要件

事業参入資格によ
り課される要件

◆ユニバーサルサービスへの
　拠出金
　
◆サービスの相互運用性・
　ネットワークの相互接続

◆個人データ及びプライバシー
　保護

◆利用者保護　　　　　　等

ＳＭＰ事業者に課される要件
(Significant Market Power)

◆他事業者に対する差別的取扱い
　の禁止
　
◆接続等に関する情報の透明性
　確保　　　　　　　　　　　等
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ＥＵにおける新しい規制の枠組み案に関する検討状況

欧州委員会

欧州議会

欧州理事会

理事会と議会
への提案作成

２０００．７

新
指
令
案
の
作
成

第
１
読
会

第
２
読
会
（
３
ヶ
月

以
内
）

第
２
読
会
（
３
ヶ
月

以
内
）

２００１．１２

成
立

各
加
盟
国
に
お
い
て
国
内
法
制
化　

（
発
効
（
公
布
の
日
）か
ら
十
五
か
月
以
内
。
）

調
停
委
員
会
（
６
週
間
以
内
）

２００２．２ ２００２．３現在

第
１
読
会

廃
案

上記提案に基
づき政策決定
を行う。
各加盟国から
１名ずつ送り
出される閣僚
により構成。

各国から直接
選挙により選
出された議員
により構成。

提案

提案
意見及び
修正案の
送付

修正案及び
「共通の立場」
の採択

意見及び
修正案の
送付

２００２年２月１４日の理事会に
おいて修正案を採択し、成立。
現在、公布に向けて準備中。

２００１．４～１０２００１．２
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ＥＵにおける有効競争レビューの実施手続き

■　ＥＵ「新規制枠組み案」において、加盟各国において有効競争レビューの実施を義務づけ。

ＥＵ委員会 規制当局（加盟各国）協　議

関連市場に関する勧告
“a　Recommendation  on Relevant Product 

and Service Markets”

ガイドラインの策定

（市場分析及び
ＳＭＰの判定に関する

ガイドライン）

ガイドラインの策定

（市場分析及び
ＳＭＰの判定に関する

ガイドライン）

有効競争レビューの実施
（ＳＭＰの存在の検証）

■　決定に基づき、各市場ごとに有
　　効競争が機能しているかどうか
　　検証。
■　有効競争が機能している場合
　　は規制を差し控え、機能してい
　　ない場合は規制を維持・導入。

市場の定義
勧告と異なる市場の定義を

行う場合、
枠組み指令第６条に基づき、

委員会等と調整。

ＣＥＣ　“Directive of the European Council and of the Council on a Common Regulatory Framework for Electric Communications Networks and 
Services”　(Article 13～15) ３５



３．　「フルＩＰ」化に向けた今後の検討課題
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「フルＩＰ」化に向けた今後の検討課題（１／２）

(1) ＩＰ化の進展がネットワーク形態に与える影響

　　①　　ＩＰ化の進展は、ネットワーク形態に影響を与えると考えられるが、PSTNとIP網の並存が相当期間継続す
るものと考えるか、それともIP網への移行が加速的に進展する可能性があると考えるか。

　　②　　また、物理的なネットワーク構造（バックボーン系、アクセス系）は、例えばＰ２Ｐ（Peer to Peer）通信等の新

たな通信形態の登場に伴って影響を受けると考えられるか（例えば、ネットワークの統合化の進展の可能性、
地域アクセス網のボトルネック性に与える影響等）。

　　③　　その他、ＩＰ化の進展がネットワーク形態に与える影響として、どのような事項が考えられるか。

(2)      IP化の進展が電気通信市場構造に与える影響

　　　　　

　　①　　ＩＰ化の進展は、音声、データ、映像を統合した多様なサービス提供を可能とし、またＰ２Ｐ通信の登場など
新たな通信形態が登場することにより、電気通信市場構造にどのような影響があると考えられるか（例えば、
通信市場への参入の容易化がプレイヤー間競争に与える影響、レイヤー縦断型のビジネスモデルに与える
影響､固定・移動サービスを統合した新たなビジネスモデルの登場の可能性、既存の電気通信事業者の収益
構造に与える影響等）。

　　②　その他、ＩＰ化の進展が電気通信市場構造に与える影響として、どのような事項が考えられるか。

(1) ＩＰ化の進展がネットワーク形態に与える影響

　　①　　ＩＰ化の進展は、ネットワーク形態に影響を与えると考えられるが、PSTNとIP網の並存が相当期間継続す
るものと考えるか、それともIP網への移行が加速的に進展する可能性があると考えるか。

　　②　　また、物理的なネットワーク構造（バックボーン系、アクセス系）は、例えばＰ２Ｐ（Peer to Peer）通信等の新

たな通信形態の登場に伴って影響を受けると考えられるか（例えば、ネットワークの統合化の進展の可能性、
地域アクセス網のボトルネック性に与える影響等）。

　　③　　その他、ＩＰ化の進展がネットワーク形態に与える影響として、どのような事項が考えられるか。

(2)      IP化の進展が電気通信市場構造に与える影響

　　　　　

　　①　　ＩＰ化の進展は、音声、データ、映像を統合した多様なサービス提供を可能とし、またＰ２Ｐ通信の登場など
新たな通信形態が登場することにより、電気通信市場構造にどのような影響があると考えられるか（例えば、
通信市場への参入の容易化がプレイヤー間競争に与える影響、レイヤー縦断型のビジネスモデルに与える
影響､固定・移動サービスを統合した新たなビジネスモデルの登場の可能性、既存の電気通信事業者の収益
構造に与える影響等）。

　　②　その他、ＩＰ化の進展が電気通信市場構造に与える影響として、どのような事項が考えられるか。
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「フルＩＰ」化に向けた今後の検討課題（２／２）

(3) ＩＰ化の進展が競争環境整備の在り方に与える影響

　　①　　電気通信事業分野における競争促進策としては、設備の競争とサービスの競争を同時に促進していくとい
う方針で引続き対処していくことでよいか。　　

　　②　　ＩＰ化の進展を含む新規性のある技術が多数登場し、多様なサービス提供が実現していくことが期待される
中、競争政策として、競争中立性・技術中立性を確保する観点からどのような点に留意していくことが必要と
考えられるか。　

　　③　　現行の競争の枠組みについて、ＩＰ化の進展により見直しが必要となる事項としてどのような事項が考えら
れるか（例えば、支配的事業者の指定に係る市場の画定の在り方、料金規制・接続ルールに与える影響、技
術基準の在り方、消費者保護の観点から留意すべき事項等）。

　　④　　その他、ＩＰ化の進展が競争環境整備の在り方に与える影響として、どのような事項が考えられるか。

(4)      その他検討すべき事項

　　上記(1)～(3)の他、ＩＰ化の進展に伴って検討が必要となる事項として、どのようなものが挙げられるか。

(3) ＩＰ化の進展が競争環境整備の在り方に与える影響

　　①　　電気通信事業分野における競争促進策としては、設備の競争とサービスの競争を同時に促進していくとい
う方針で引続き対処していくことでよいか。　　

　　②　　ＩＰ化の進展を含む新規性のある技術が多数登場し、多様なサービス提供が実現していくことが期待される
中、競争政策として、競争中立性・技術中立性を確保する観点からどのような点に留意していくことが必要と
考えられるか。　

　　③　　現行の競争の枠組みについて、ＩＰ化の進展により見直しが必要となる事項としてどのような事項が考えら
れるか（例えば、支配的事業者の指定に係る市場の画定の在り方、料金規制・接続ルールに与える影響、技
術基準の在り方、消費者保護の観点から留意すべき事項等）。

　　④　　その他、ＩＰ化の進展が競争環境整備の在り方に与える影響として、どのような事項が考えられるか。

(4)      その他検討すべき事項

　　上記(1)～(3)の他、ＩＰ化の進展に伴って検討が必要となる事項として、どのようなものが挙げられるか。
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